
ご来店1回ごとに、以下の5つのサービスからひとつ無料でご提供します！

神奈川県自転車商協同組合からのお知らせ

神奈川県では、2019年10月より
自転車保険への加入が義務となりました。

※1 自転車搭乗中等の事故によるケガや日常生活中の事故による第三者への賠償責任（対人・対物）を補償。
※2 補償の対象となる方は申込書に記載された方ご本人およびご本人の配偶者、ご本人または配偶者の同居の親族、別居の未婚の子となります。
※   保険証券は発行されませんので、加入依頼書（控）、規約、会員カードは大切に保管ください。

個人賠償責任補償
対人・対物

入院一時金
（3日以上の入院）最大3,000万円 10,000円

もれなく！

神 奈 川 県 自 転 車 商 協 同 組 合

プレミアムメンテナンスパック

自転車保険プレゼント 補償期間1年間 ※1 家族全員補償 ※2

ハンドル調整シフト調整 ブレーキ遊び調整空気圧調整 注油サービス

B19D310105(1907)

期間中1回限り無料で
パンク修理します！

あんしんサービス

TSマーク パンク修理

加入料金（１年間）4,500円（税込）

※会員規約を必ずご確認ください。 

自転車整備士による点検整備および
赤色TSマーク付帯保険（第二種TSマーク）
対人賠償1億円（死亡もしくは重度後遺障害1～7級）



プレミアムメンテナンスパック会員規約 
 

第1条(適用関係) 
(1) 本メンテナンスパック規約（以下、「本規約」といいます）は、神奈川県自転車商協同組合（以下、「当組合」といいます）ならびに当組合の加盟店（以下、「加盟店」とい

います）が販売するプレミアムメンテナンスパック（以下、「本サービス」といいます）のサービスおよびその利用に関して適用されます。 
(2) 当組合は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定（以下、「諸規定」といいます）を設けることがあります。 

それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとします。  
(3) 本規約と諸規定の定めが異なる場合、諸規定の内容が優先します。 
 
第2条(定義) 
(1) 「会員」とは、本規約に同意のうえ当組合所定の入会申込手続きを行った個人をいいます。なお、加盟店の承諾は、本規約に同意の上、入会申込書を提出し、会費の入金

確認ができた時点とします。なお、新規入会後の「会員」の資格は第7条の退会時まで継続します。ただし、第７条の退会手続き終了時点が第5条の自転車保険の補償期
間中の場合、当該補償自体は次に到来する補償終了日まで継続されます。 

(2) 当組合は加盟店を通して、会員に対して会員証としてプレミアムメンテナンスパックメンバーズカード(以下、「メンバーズカード」といいます)を発行します。 
(3) 入会申込者および会員が以下の項目に該当すると判断した場合、当組合および加盟店は何らの責任を負うことなく、入会の拒否または退会を強制することができます。次

の場合は、すでに納入された会費等の払い戻しは一切行いません。また、入会時に発行したメンバーズカードの返却に応じなければなりません。 
 1. 登録内容に虚偽が判明した場合。 

    2. 年会費や別途料金が発生する部品交換等に伴うサービスの利用料金の支払い債務の履行を遅延した場合。 
    3. 本規約に違反する行為または違反するおそれのある行為をした場合。 
    4. その他当組合が会員とすることを不適切と判断した場合。 
 
第3条(会費・会員資格期間および申込み) 
(1) 会員は、入会時に以下に定める年会費を納入します。 

なお、第5条(自転車保険)における被保険者の範囲は、「プレミアムメンテナンスパック」会員向けプレゼント自転車保険規約に定める通りとします。 
入会金 無料 
会費 ４,５00円(税込) 

(2) 会員期間は入会申込日の翌日０時から1年後の始期応当日の１６時までとします。 
(3) 入会が認められた会員には、会員証としてメンバーズカードが発行されます。これらは、会員個々人に割り当てられたものですので、会員本人以外の利用はできません。

会員は、本規約および当組合との間の利用契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡・貸与することはできません。また、メンバーズカードに関するすべての管理責任は会
員本人にありますので、管理の不備、不正な使用等により生じるすべてのトラブルに対する責任は会員本人が負うものとします。 

(4)  当組合から発行された会員番号は変更することはできません。 
(5)  登録情報変更の届け出がなく、当組合や加盟店その他本サービスに関与する会社等からの連絡事項、発送物、商品等に延着、未着、不備が生じた場合でも、当組合や加盟

店その他本サービスに関与する会社等はその一切の責を負いません。 
 
第4条(カードの紛失・破損) 
(1) 会員がメンバーズカードを紛失または破損した場合は、メンバーズカードの再発行をするため、速やかに入会申込をした店舗まで連絡しなければなりません。 
(2) メンバーズカードを再発行する場合、会員には再発行手数料(５00円、税込)をお支払い頂きます。購入店舗は再発行手数料の入金確認次第、メンバーズカードを再発行し

ます。なお、メンバーズカードの会員期間は入会申込日の翌日0時から1年後の始期応当日の１６時までとします。 
(3) 会員は、メンバーズカードが再発行されるまでは、メンバーズカードの提示が条件となるサービスは受けることができません。 
 
第5条(自転車保険) 
会員は、当組合が契約するau損害保険株式会社のスタンダード傷害保険に自動加入になります。なお、当該保険の詳細については、別紙「プレミアムメンテナンスパック」会
員向けプレゼント自転車保険規約に準じます。 
 
第6条(各種サービス) 
(1) 会員は以下の各種サービスを、メンバーズカードの提示を条件として受けることができます。 

＜自転車保険＞ 「プレミアムメンテナンスパック」会員向けプレゼント自転車保険規約に準じます。 
＜メンテナンスサービス＞加盟店（購入店舗に限ります。）への来店 1 回ごとに、以下の５つのサービスをひとつ無料でご提供します（部品交換が必要な場合は別途料金
がかかります。）。 
① シフト調整 ② 空気圧調整 ③ ブレーキ遊び調整 ④注油サービス ⑤ハンドル調整 

   上記①～⑤を調整後、部品交換（消耗品含む）や修理を必要とする場合は、別途料金がかかります。 
(2) 会員期間中、１回に限り無料でパンク修理をします（当該パンク修理とは、パッチを用いての作業とします。チューブおよびタイヤ交換を伴う修理は、別途料金がかかり

ます。） 
(3) 会員は赤色TSマーク付帯保険に自動加入になります。なお、当該保険の詳細については、公益財団法人日本交通管理技術協会ならびに三井住友海上火災保険株式会社の

「TSマーク付帯保険の補償内容と支払対象」規約に準じます。 
 

第７条(退会) 
(1) 会員は、退会を希望する場合、加盟店（購入店舗に限ります。）に退会の旨を申し出て、所定の退会手続を経て任意に退会することができます。当組合および加盟店は、

退会手続き終了後は、「プレミアムメンテナンスパック」会員向けプレゼント自転車保険サービスを除き、サービスの提供を停止します。 
また、入会時に発行したメンバーズカードの返却に応じなければなりません。 

(2) 会員期間途中の退会において、納入された年会費はいかなる理由においても一切払い戻しは行われません。 
 
第８条(個人情報) 
(1) 加盟店は、個人情報の保護にあたり、各加盟店の定める個人情報の取り扱い規約または本条の内容を遵守します。 
(2) 加盟店は、本条(4)の各利用目的のために、会員の個人情報を利用します。 
(3) 加盟店が取得する会員の個人情報の項目は以下の通りです。 

・「入会申込み」の記載事項すべて(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等) 
・お問合せ情報 
・接続するコンピュータの契約端末情報 
・新たなサービスをご利用の際に提供いただくすべての事項 

(4) 加盟店が取得する会員の個人情報の利用目的は以下の通りです。 
・加盟店が提供する会員サービスの円滑な運営のため 
・加盟店から会員への各種連絡・案内等のため(お問合せ・クレーム等も含む) 
・加盟店に関わる企業・団体で当組合が適切と認めたサービスや営業案内等の情報提供のため 
・その他、加盟店が上記目的に準ずる目的のため 

(5) 加盟店は、会員が退会後も各種お問い合せ対応等のため、退会者の個人情報を保持利用できるものとします。ただし、加盟店は、退会者の求めに応じて個人情報の訂正、
追加､削除を行うものとします。 

(６) 個人情報の開示、訂正、利用停止の求めおよび苦情の受付に関しては、加盟店（購入店舗に限ります。）へお問い合わせください。 
 
第９条(規約改正) 
本規約は、会員の了承を得ることなく予告なく改正することができるものとし、改正後の規約は改正後直ちに適用されるものとします。ただし、年会費および入会金の金額変更
については事前に告知するものとします。 
 
第1０条(免責その他) 
当組合は、会員が当組合および加盟店の提供するサービスを利用(サービスの停止も含む)することにより会員に損害が発生し、当該損害が当組合および加盟店の故意または重過
失に基づくものである場合は、それにより直接かつ通常生じる範囲内の損害に限り責任を負い、その他の特別損害に対しては責任を負わないものとします。本規約に定めない事
項が生じた場合は、当組合および加盟店と会員は協議の上、解決にあたるものとします。また、当組合と会員との間に紛争が生じた場合は、いずれも横浜地方裁判所または横浜
簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
第1１条(付則) 
この規約は2019年10月１日から施行します。 




